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未稼働認定失効制度の基本的考え⽅①
 今般の改正法に盛り込まれた失効制度の⽬的は、FIT制度の趣旨に鑑み、
①適⽤される調達価格の適時性の確保、
②系統の利活⽤のため、適切な新陳代謝が促される仕組み
とすること。

 制度⽬的の達成には、未稼働の状態が⻑期間継続する案件について、事業の実施（運転開
始）が期待される案件とそうではない案件を明確化することが重要。

 このため、運転開始が期待されるかどうかについては、⼀定の期限までに運転開始に向けた⼀定の
進捗があったかどうかで運転開始に⾄る蓋然性を判断する。

 運転開始に⾄っていない全ての認定案件を対象とする。
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未稼働認定失効制度の基本的考え⽅②

 運転開始に向けた進捗の確認としては、以下のタイミングが想定される。
 系統連系⼯事着⼯申込み︓
事業者が発電設備の設置エリアの送配電事業者に対し、⼯事の申込みを⾏い、送配電事業
者は、⼯事費負担⾦（接続契約締結時に請求）を受領し、系統連系⼯事を開始する。

 環境影響評価における準備書への勧告︓
環境影響評価法に基づいて事業者が⾃ら実施した調査・予測・評価について、主務⼤⾂であ
る経済産業⼤⾂に対して、準備書の届出を⾏い、経済産業⼤⾂からの勧告等をもって、環境
影響評価の最終段階である評価書作成・確定後、事業の実施に着⼿する。

 ⼯事計画届出提出︓
事業者が電気事業法の規定に基づき、経済産業省に対して、届出を⾏い、事業者は、ファイナ
ンスを組成して、設備発注し、本格的に開発⼯事が開始する。

 これらの基本的考え⽅を踏まえ、再エネ発電設備の区分等ごとに認定から失効までの期間（失効
期間）を設定。
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 失効期間の設定に当たっては、運転開始期限を過ぎて未稼働の状態が継続する案件について、運開期
限の１年後の時点の進捗状況で適⽤判断することとし、具体的な進捗状況ごとに、以下のような規律
を適⽤する。

① 系統連系⼯事着⼯申込みを⾏っていない案件は、運開期限の１年後の時点で認定を失効する
※１。

② 系統連系⼯事着⼯申込みを⾏った案件は、進捗を評価できる⼀⽅、⼀定期間内に運転開始ま
で⾄る可能性が⾼いと考えられることから、運転開始期限に、猶予期間として、運転開始期間※２

に当たる年数を加えることとし、その到来をもって、認定を失効※３する。

③ ⼤規模案件に係るファイナンスの特性を踏まえた例外的措置として、運転開始に向けた準備が⼗
分に進捗し、確実に事業実施に⾄るものとして、
ー 環境影響評価の準備書に対する経済産業⼤⾂勧告等の通知
ー ⼯事計画届出
という開発⼯事への準備・着⼿が公的⼿続によって確認された⼀定規模以上の案件については、
運開期限に、猶予期間として、調達期間に当たる年数を加えることとし、失効リスクを取り除く。

※１ 平成29年4⽉1⽇時点で⼿続中の「電源接続案件募集プロセス」に参加している案件については、運開期限の設定に当たって配慮がなされていること
を踏まえ、失効期限についても同様の措置を配慮する。

※２ 環境影響評価法に基づく環境アセスメントに要する期間への配慮期間分（太陽光︓２年間、⾵⼒︓４年間、地熱︓４年間）は除く。
※３ 送配電事業者による系統連系⼯事の事情により遅れが⽣じた場合には、当該遅れにより失効することがないように配慮する。

失効期間の設定に当たっての考え⽅
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 認定事業者が⼀般送配電事業者等へ系統連系⼯事着⼯申込書を提出する時点で、以下の要件
を全て満たすことが条件となります（②と③については、必要な場合に限ります）。

① 設備を設置する場所の所有権その他の使⽤の権原を有していること。

② 設備を設置する場所の農業振興地域整備計画の変更※１、または、農地転⽤許可を受けてい
る／届出※２が不備無く⾏われていること。

③ 設備に係る再⽣可能エネルギー発電事業計画の実施に必要な林地開発許可を受けているこ
と。※３

※１ 農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の農業振興地域整備計画の変更（当該設備を設置する農⽤地区域内の⼟地を農⽤地

区域から除外するための⾏う農⽤地区域の変更に限る）

※２ 農地法第4条第1項若しくは第5条第1項の許可／同法第4条第1項第8号若しくは第5条第1項第7号の届出

※３ 森林法第10条の2第1項の許可

系統連系⼯事着⼯申込みの提出要件
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 系統連系⼯事着⼯申込書については、各⼀般送配電事業者が10⽉1⽇から受領を開始。

（参考）系統連系⼯事着⼯申込みの提出
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（資源エネルギー庁ＨＰ）
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new
/saiene/kaitori/FIP_index.html

＜着⼯申込書のサンプル＞＜着⼯申込書の受領について＞



 ⼤規模案件の例外的措置については、⼯事計画届出または環境影響評価準備書に対する経済産
業⼤⾂の勧告等の通知により事業の進捗を経済産業⼤⾂が確認することとなっており、様式第7の2
を各経済産業局へ申請する。

例外措置
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（資源エネルギー庁ＨＰ）
https://www.enecho.meti.go.jp/ca
tegory/saving_and_new/saiene/kai
tori/FIP_index.html

＜様式第７の２＞



 運転開始期限は、施⾏規則及び価格告⽰において規定されている制度。電源毎に、認定から運
転開始までの期間（運転開始期間）を定め、認定から起算して、運転開始期間が経過した⽇
を運転開始期限と設定し、超過した場合には、超過期間分だけ調達期間を短縮するもの。

 運転開始期限は、まず、2016年8⽉以降に認定を受けた太陽光について設定され、続いて、
2018年4⽉以降に認定を受けた太陽光以外の各電源にも、設定された。その後、2018年12
⽉の本委員会における未稼働対応の措置の決定に基づき、原則、過去の認定も含めたすべての
太陽光に運転開始期限が設定されることとなった。

 具体的な運転開始期間は、各電源の開発の特性に応じて、定められている。また、太陽光、⾵⼒、
地熱の各電源のうち、環境影響評価法に基づく環境アセスメント（法アセス）が必要な案件につ
いては、それに要する期間を考慮した運転開始期間を定めている。

（参考）運転開始期限について

電源 運転開始期間

太陽光 ３年間（法アセス対象案件は＋２年）

風力 ４年間（法アセス対象案件は＋４年）

地熱 ４年間（法アセス対象案件は＋４年）

バイオマス ４年間
水力

（多⽬的ダム併設型はダム建設の遅れを考慮）
７年間

＜電源毎の運転開始期間（認定から運転開始期限までの期間）＞
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